
◎障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整
備に関する法律

（平成一四年五月一五日法律第四三号）　　

一、提案理由（平成一四年四月二日・参議院内閣委員会）

○国務大臣（福田康夫君）　ただいま議題となりました障害者等に係る欠格事由の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内

容の概要を御説明申し上げます。

　平成十一年に政府の障害者施策推進本部において決定された障害者に係る欠格条項の

見直しについての方針を踏まえ、障害者の社会活動への参加の促進等を図るため、船員

法等において定められている障害者に係る欠格事由の適正化等を図ることを目的として、

この法律案を提出することとした次第でございます。

　以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、獣医師等の免許、放射性同位元素の使用等の許可等の制度において、免許等

を与えないこととされる欠格事由のうち、障害者を特定しているものについて、障害で

はなく、業務を行う能力に応じて免許等を与えることができるよう改めることとしてお

ります。

　第二に、銃砲又は刀剣類の所持許可の基準における障害者に係る欠格事由の規定の厳

密化を図ることとしております。

　第三に、通訳案内業等において、免許等を与えないこととする場合の意見聴取のため

の手続を設けることとしております。

　最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内におい

て政令で定める日としております。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法

の改正に関する規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定

める日としております。

　以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

　何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

二、参議院内閣委員長報告（平成一四年四月一○日）

○佐藤泰介君　ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、平成十一年に政府の障害者施策推進本部において決定された障害者に係

る欠格条項の見直しについての方針を踏まえ、障害者の社会活動への参加の促進等を図

るため、船員法等において定められている障害者に係る欠格事由の適正化等を図ろうと

するものであります。

　委員会におきましては、障害に係る欠格条項の廃止についての考え方、障害者の雇用

促進のための環境整備、欠格条項の見直しによる精神障害者の社会参加拡大の見通し、

障害を持つ学生への教育機会の均等化支援等について質疑が行われましたが、その詳細



は会議録によって御承知願います。

　質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対して、四項目から成る附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月九日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。

一、本法の施行に伴う政省令等の策定に当たっては、障害者関係団体はもとより医療関

係者など幅広い分野からの意見聴取等を図り、障害者欠格条項見直しの本来の趣旨を

損なうことのないよう努めること。

二、本法の施行に伴う政省令等の改正に当たっては、障害者の社会への参加と統合が真

に促進されるものとなるよう配意すること。

三、本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害

者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について

五年を目途として検討を行い結論を得ること。

四、障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理

念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。

　右決議する。

三、衆議院内閣委員長報告（平成一四年五月七日）

○大畠章宏君　ただいま議題となりました障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び

結果を御報告申し上げます。

　本案は、障害者の社会活動への参加の促進等を図るため、船員法等において定められ

ている障害者に係る欠格事由の適正化等を図ろうとするものであります。

　本案は、参議院から送付されたものであり、去る四月十七日本委員会に付託され、同

月二十四日福田内閣官房長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。次

いで、同月二十六日質疑を終了し、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

　なお、本案に対し附帯決議が付されました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月二六日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。

一、本法の施行に伴う政省令等の策定に当たっては、障害者関係団体はもとより医療関

係者など幅広い分野からの意見聴取等を図り、障害者欠格条項見直しの本来の趣旨を



損なうことのないよう努めること。

二、本法の施行に伴う政省令等の改正に当たっては、障害者の社会への参加と統合が真

に促進されるものとなるよう配意すること。

三、本法の施行後においても、公共施設における障害者の利用制限、公営住宅への障害

者の入居制限などの欠格事由等についてさらに検討を進め、その是正に努めること。

なお、成年被後見人及び被保佐人を欠格事由とする制度の存続の是非については、さ

らに慎重な検討を行うこと。

四、本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害

者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について

五年を目途として検討を行い結論を得ること。

五、障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理

念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。

　右決議する。


